
処方・調剤・
保険請求の

Q;薬局で「かかりつけ薬剤師指導料」を算定さ

れている患者が別の自にB薬局で調剤を受けた

場合， B薬局における薬学管理料の算定はどうすればよ

いですか。また，同一患者に対してA薬局と B薬局の双

方で「かかりつけ薬剤師指導料」を算定したら，保険請

求はと、のような取り扱いになるので、しょうか。

(匿名希望)

A闘 で は 薬 剤服鵬向指導料を算定するこ

とが可能です。 また， 1人の患者に対して，同

一月に複数の保険薬局から「かかりつけ薬剤師指導料」の

保険請求が行われた場合は いずれのレセプトも算定要

件を満たしていないと判断されてしまいます。

かかりつけ薬剤師指導料(かかりつけ薬剤師包括管理

料を含む。以下，同じ)は 薬剤服用歴管理指導料とし

て実施する服薬指導だけでなく 患者が選択した「かか

りつけ薬剤師jが保険医と連携して患者の服薬状況を一

元的・継続的に把握することを評制liしたものです。

忠告-によって「かかりつけ薬剤師」をもつことの必要性

や考え方は異なりますので 保険薬局の利用の仕方もさ

まざまです。 しかし保険調剤という限られたなかでの

評価である以上は一定程度の算定制限を設ける必要があ

ることから，かかりつけ薬剤師指導料の要件としては，

日本薬剤師会

l人の患者に対し， 1カ所の保険薬局かつl人の保険薬剤

師のみ算定できることとされています (表1)。

かかりつけ薬剤師指導料の重要なポイントは， I保険

医と連携した忠者の服薬状況の一元的 ・継続的な把採」

であり，その機能を 1カ所の保険薬局・ l人の保険薬剤師

に「かかりつけ」として担ってもらうという考え方です。

ただし，この趣骨は，患者に対して，かかりつけ楽剤

師指導料を算定している保険薬局以外で調剤を受けるこ

とを制限するもの， もしくは「かかりつけ」ではない保険

薬局を利用しないよう求めているわけではありません。

そのため，ご質問のケースのように，すでに別の保険薬

局 (A薬局)でかかりつけ薬剤師指導料が算定されている

思者から調剤の求めがあった場合は，その保険薬局 (B薬

局)では薬剤服用歴管理指導料を算定できるよう整Jlrrさ

れています。

しかし「かかりつけ薬剤師」には，仮に担当の患者が

「かかりつけ」以外の保険薬局で調剤を受けた場合でも，

その患者の服薬状況に関する情報を集約し， 一元的・継

続的に把握しておく責務があります。かかりつけ薬剤師

指導料の算定要件では，患者が他の保険薬局などで調剤

を受けた場合には「その服用薬等の情報を入手し，薬剤

服用歴の記録に記載すること」とされています (表2)。

一方，かかりつけ薬剤師指導料を算定していない保険

表1 かかりつけ薬剤師指導料，かかりつけ薬剤師包括管理料の算定制限(抜粋)

区分13の2 かかりつけ柴剤師指導料
(3)忠者の同意については.当該患-/1，.の署名付きのIliJ意書を作成した上で似符し，当該忠省の薬剤服用歴の記録にそ

の旨を記載する。なお， 1人の患者に対して. 1か所の保険薬局における 1人の保険薬剤師のみについてかかりつ
け薬剤師指導料を算定できるものであり，同一月内は同ーの保険薬剤師について算定すること。

区分13の3 かかりつけ薬剤師包品管理科
(4)かかりつけ薬剤師包指管理科の算定に当たっては 「区分番号13の2Jのかかりつけ薬剤師指導料の (2)から (7)

までを満たすこと。

※診療報酬の算定万法のー部改正に伴う実施上の留意引項について (予成28年3月4日，保医発0304第3号)別i恭31調剤報酬点数去に関する事項」より
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薬局としても，忠者の 「かかりつけ薬剤師Jの業務に協力

することが必要です。「かかりつけ」以外の薬局で実施し

た調剤などに関する情報を 「かかりつけ薬剤師」が的確に

把握できるよう，対象忠省にはお薬手帳への記載や薬剤

情報提供文書の提供だけでなく，それらの情報を 「かか

りつけ薬剤師jに必ず伝えるよう指導することなどが求め

られます。

また，患者もしくはお薬手帳から確認できなかったな

どの理由により， 1人の患者について同一 月に複数の保

険薬局 (A薬局およびB薬局)でかかりつけ薬剤師指導料

が算定されてしまった場合には，最初の算定日が有効 (い

わゆる早い者勝ち)となるのではなく，いずれも 「要件を

満たしていなしづと判断されることになりますので注意し

てください。

表2 rかかりつけ」以外の保険薬局で調剤を受けた場合の情報収集

区分13の2 かかりつけ楽剤師指導料
(6)かかりつけ薬剤師は.十日i当患者に対して，以下のH民薬指導等を行う。

オ 患者が他の保険薬局等で調剤lを受けた場合は.その服用薬等の情報を入手し.薬剤服用歴の記録に記載する
こと。

※診療報酬の算定ti法の一部改正にfドう笑箱 lこの官1:古事項について (平成28年3月4H 保l長発0304第3け)別添3r調印l報酬点数表に関する事項jより

質 問の募 集

調剤をしていて凝問に思ったこと，医師または患者に聞かれて困ったこと.

医師に疑義照会して対応したがいまひとつ納得できないことなどはありませんか?

皆さんの疑問に各分野の専門家がお答えいたします。どしどしご計問ください。

「質問の募集」裏取

1.質問の範囲

①実際の処)jせんの疑義解釈に関する質問

例えば，処方|去に疑義照会すべきかどうか迷っている実

例や疑義照会の際に処方医の指示に納得できないでいる

実例で，専門家の意見が知りたい.という場合など。

②保険調剤 ・調布l報酬などに関する質問

例えば，どのようなケースが調剤拒否に該当するのか?

請求漏れがあった場合の対応は?という質問など。

③調弗l技術などに|刻する質問

例えば.A散と B.，Jミを配合してもよいか? また. c錠

を粉砕してよいか? という調斉Ij妓術上の質問など。

2. 質問は文書で日本薬剤師会 『調剤と情報j係までお送

りください。

3 誌上では匿名の扱いをいたしますが，さらに詳しい|勾

容をお聞きしないといl答できないこともありますので，

住所，氏名，屯話苔号を必ず明記してください。

4.質問の採否ならびに1"1答.r，-の選択は，編集委員会で決

めさせていただきます。

5. 質問ならびに問答は無料です。

6. 質問が採用された)iには. じほうから図書カードが

贈呈されます。

ただし，本コーナーへの質問はあくまでも 『調剤と情報j誌への掲載を前提としておりますので，個人的・特殊な質問にはお答え
できません。ご了承ください。また，回答は本誌面によ ってのみ行います。電話やファクシミリによる回答はご容赦ください。

E亙mJ干160-8389 東京都新宿区四谷 3.3-1四谷安田ビル 白本薬剤師会「調剤と情報J事務局
TEL.03 (3353) 1170 FAX.03 (3353) 6270 
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